
令和5 年 4 月 1 日

多治見市長　髙木　貴行　様

住所（所在地） 〒 507-8703

多治見市日ノ出町２－１５

氏 名（名 称） 多治見土木㈱

代 表 者 氏 名 代表取締役　多治見太郎 ㊞

連　　絡　　先 0572-00-0000

（※）法人は記名押印要（代表者本人が自署する場合を除く）。

　　　法人以外は、本人が自署しない場合は押印要。

１．路 線 名 市道 線

２．場　　所 多治見市 町 丁目 地内

（別添見取図参照）

３．期　　間 令和 5 年 5 月 1 日 から

令和 5 年 5 月 31 日 まで 10 日間

9 時 0 分 から 17 時 0 分 まで

４．工事名及び工事番号

道維第○号　道路舗装工事

５．理　　由

日ノ出 2

道路舗装補修工事施工にあたり、道路幅員6.0mのところ、
工事施工幅が3.0m必要であり、車両交互通行が困難であるため。

123456 ・ 789012

道路の通行禁止(制限）について

記

標記のことについて、（貴市の道路（河川）工事の請負実施に伴い）、下記の
とおり道路の通行を禁止（制限）したいので道路法第４６条（通行の禁止又は
制限）の規定による手続きをされたくお願いします。

記入例 提出日を記入 

印 

該当しない文言は、取消線で抹消 

６桁の市道番号を記入 

実際に通行規制を実

施する日数を記入 

通行規制が必要となる理由を簡潔に記入 

この記載例は、「多治見市発注」の「道路工事」で「片側交互通行」をする場合の例 



６．

片側交互通行（夜間開放）

７．工事現場監督責任者

※現場監督責任者と書類作成担当者が違う場合はその担当者を併記すること

多治見土木㈱

代表取締役　多治見太郎（TEL：0572-00-0000）

現場責任者　多治見次郎（TEL：000-0000-0000）

８．通行の禁止又は制限を表示する道路標識等の種別及び数量並びに設置場所

（別図に示す）

添付書類

1 　現場付近の見取図

2 　通行規制平面図

3 　設置する道路標識等

4 　その他

（注：本書に図面等を添付し、通行規制開始日の２週間前までに、道路河川課へ提出すること）

通行に対する措置
規制の内容（通行禁止、片側交互通行、幅員規制 
等）及び作業時間外の措置（夜間開放、終日規制 
等）を記入 

現地に掲示する標識、看板等の種類、数

量、配置を図面にて明示（任意様式） 

■その他の注意事項■ 

１．通行規制開始日の２週間前までに、必要書類を提出してください。 

  岐阜県公安委員会へ意見照会を行うため、日数を要します。 

２．道路上で工事を行うにあたっては、別途所轄警察で道路使用許可の手続きをしてくだ

さい。 
３．国道、県道の通行規制については、各道路管理者（国道19号：国土交通省多治見砂防 
  国道事務所、国道248号・県道：岐阜県多治見土木事務所）へご相談ください。 


